
 

令和２年３月定例市議会 議案等の審議結果 

 

条    例    等 

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
可決（全会一致） 

地方公務員法等の改正による会計年度任用職員制度の導入に伴い、会計年度任用

職員に係る服務の宣誓について、別段の定めにより宣誓書に代えることができるものとす

る。 

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 
可決（全会一致） 

地方公務員法等の改正による会計年度任用職員制度の導入に伴い、地方公務員災

害補償法の規定に基づき、フルタイム会計年度任用職員等の補償について整備する必

要があるため、公務災害補償の補償基礎額を、同法に規定する平均給与額の例により実

施機関が市長と協議して定める額とする。 

三木市空き家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 
可決（全会一致） 

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき三木市空家等対策計画を策定する

ことに伴い、法の規定に基づき用語の整理を行うとともに、条例に定める管理不全な状態

にある空家等の所有者等に対する助言、指導等に係る規定を整理する。 

三木市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 可決（全会一致） 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律の施行による、成年被後見人の権利の適正化を図る趣旨に鑑み、成年被

後見人についてはこれまで一律に印鑑の登録を受けることができないものとしていたとこ

ろを、意思能力を有すると認められる場合は、印鑑の登録を受けることができるものとす

る。 

三木市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につい

て 
可決（全会一致） 

兵庫県の福祉医療費助成事業実施要綱の一部改正に伴い、条ずれの整理等所要の

改正を行う。 

三木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 
可決（全会一致） 

三木山地区地区計画、本町地区計画及びひょうご情報公園都市第１工区地区計画に

ついて、住環境等の保持と確実な計画内容の実現を図るため、当該地区を条例に追加

するとともに、建築基準法に基づく罰則に係る規定を整理する。 

 



三木市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 
可決（全会一致） 

令和 2 年 3 月末に、近年の人口減少推移を考慮した給水人口及び給水量の見直しに

よる水道事業計画の変更を厚生労働省に届け出ることにあわせ、条例に規定する給水人

口を 76,400 人に改めるとともに、１日最大給水量を 33,400 ㎥に改める。 

三木市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 
可決（全会一致） 

平成 30 年 11 月の吉川処理区に係る三木市公共下水道事業計画の変更及び 31 年 3

月の三木市流域関連公共下水道事業計画の変更に伴い、条例に規定する処理区域面

積を 4,670 ヘクタールに改めるとともに、処理人口を 65,250 人に改める。 

市道路線の認定について 可決（全会一致） 

宅地造成事業に伴い整備された道路を新たに市道路線として認定するに当たり、法律

の定めるところにより議会の議決を求める。 

公共施設最適化推進のための特別委員会設置の動議〔議員提案〕 可決（全会一致） 

人口減少・少子高齢化が進む三木市において、持続可能な行財政運営の実現を目指

し、人口規模に見合った公共施設の最適化について調査をするため、特別委員会を設

置する。 

 
予         算  

令和２年度三木市一般会計予算 可決（賛成多数） 

歳入歳出予算の総額を、それぞれ３３２億３，０００万円とする。 

（主な内容） 

・一時預かり保育の実施日・定員を拡大〔242 万円〕 

・親子発達支援教室を開設〔925 万円〕 

・認定こども園等の副食費の補助を拡充〔6,228 万円〕 

・学校再編に向けた準備〔2,178 万円〕 

・統合に向けた学校施設等の整備〔3,420 万千円〕 

・オリンピック・パラリンピック関連イベントを開催〔595 万円〕 

・医療機関との連携による医療的ケア児の支援体制の強化〔50 万円〕 

・マイナンバーカード取得と利活用の促進〔727 万円〕 

・合併処理浄化槽の設置に補助金を交付〔840 万円〕 

・空家等の適正な管理に向けた取組の強化〔3,220 万円〕 

・空き家バンク専用のホームページを開設〔280 万円〕 

・神戸電鉄粟生線の昼間時間帯の増便〔3,000 万円〕 

・神戸電鉄粟生線三木駅の再生〔1 億 5,020 万円〕 

・多文化共生社会の推進〔240 万円〕 

・三木山総合公園の野球場に防球ネット等を整備〔1 億 900 万円〕 

・防災情報マップを更新〔540 万円〕 

・防災緊急通知システムを導入〔208 万円〕 

・災害時における避難所電源供給用の電気自動車を配備〔1,610 万円〕 



・高機能消防指令システムの更新整備〔3 億 7,000 万円〕 

・全国高等学校・中学校ゴルフ選手権春季大会を誘致〔1,650 万円〕 

・自転車通行空間の整備〔1 億 800 万円〕 

・旧市街地の地域資源を活かしたまちづくりを推進〔480 万円〕 

・市史編さんを推進〔3,982 万円〕 

・ひょうご情報公園都市の整備を促進〔7,500 万円〕 

・イノシシなどによる農業被害対策の推進〔4,314 万円〕 

・ＡＩやＲＰＡを活用した業務改善〔697 万円〕 

令和２年度三木市国民健康保険特別会計予算 可決（賛成多数） 

歳入歳出予算の総額を、それぞれ９４億２，２００万円とする。 

令和２年度三木市介護保険特別会計予算 可決（全会一致） 

歳入歳出予算の総額を、それぞれ６９億９，６００万円とする。 

令和２年度三木市後期高齢者医療事業特別会計予算 可決（賛成多数） 

歳入歳出予算の総額を、それぞれ１４億３，４００万円とする。 

令和２年度三木市学校給食事業特別会計予算 可決（全会一致） 

歳入歳出予算の総額を、それぞれ２億８，２００万円とする。 

令和２年度三木市水道事業会計予算 可決（全会一致） 

歳入歳出予算の総額を、それぞれ２６億９，０９３万２千円とする。 

令和２年度三木市下水道事業会計予算 可決（全会一致） 

歳入歳出予算の総額を、それぞれ４９億３７６万３千円とする。 

令和元年度三木市一般会計補正予算（第４号） 可決（全会一致） 

予算の総額から歳入歳出それぞれ４億３２１万３千円を減額し、３２９億６，６５１万４千円

とする。 

（主な内容） 

・令和元年度の事務事業の完了を見越した執行残等の不用額を減額。 

・国からの交付金の増額に伴い、吉川総合公園文化体育館の補修工事を前倒して実

施するための工事費を追加。〔8,200 万円〕 

・国の補正予算による GIGA スクール構想を見据えた通信環境等の整備費を追加。 

〔1 億 8,340 万円〕 

令和元年度三木市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 可決（全会一致） 

予算の総額に歳入歳出それぞれ７，９９３万８千円を追加し、９４億９，５９３万８千円とす

る。 



 

令和元年度三木市介護保険特別会計補正予算（第３号） 可決（全会一致） 

予算の総額から歳入歳出それぞれ１億２，７５０万円を減額し、７２億４，９０９万２千円と

する。 

令和元年度三木市農業共済事業特別会計補正予算（第１号） 可決（全会一致） 

収益的支出において、人件費の減額に伴い業務事業費用を 850 万円減額し、総額を

３，９６９万７千円とする。 

令和元年度三木市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号） 
可決（全会一致） 

予算の総額から歳入歳出それぞれ１，８４６万３千円を減額し、１３億６，７５３万７千円と

する。 

令和元年度三木市学校給食事業特別会計補正予算（第１号） 可決（全会一致） 

予算の総額に歳入歳出それぞれ２６２万３千円を追加し、２億９，２６２万３千円とする。 

令和元年度三木市下水道事業会計補正予算（第２号） 可決（全会一致） 

・収益的支出において、損害賠償請求に係る委託料及び印紙代あわせて４７４万５千円を

増額し、総額を２６億１，７４４万１千円とする。 

・資本的収入において、流域下水道建設負担金の増加に伴う企業債を４４０万円増額し、

総額を１４億５，２７９万９千円とする。 

・資本的支出において、加古川上流流域下水道に係る流域手数料建設負担金の増加分 

４８４万円を増額し、総額を２３億１，３３０万８千円とする。 

令和元年度三木市一般会計補正予算（第５号） 可決（全会一致） 

予算の総額に歳入歳出それぞれ１，６８０万円を追加し、総額を３２９億８，３３１万４千円

とする。 

・新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するため、国の交付金制度を活用し、マ

スクや消毒液、空気清浄機等を市が一括購入し、各施設に配布・貸与する。 

年度内の事業完了が困難なため、全額を次年度に繰り越す。 

 


